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          問社会教育課 ☎ 36-7963

子
育
て
に
つ
い
て
学
ぶ

　

コ
モ
ン
セ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン

グ
の
手
法
を
用
い
て
、「
し
つ
け
」に
つ

い
て
じ
っ
く
り
丁
寧
に
学
び
ま
す
。

毎
年
恒
例
の
連
続
講
座
を
、受
講
し
や

す
い
よ
う
に
３
回
に
凝
縮
し
ま
し
た
。

と
き
／
９
月
26
日
㈭
、10
月
３
日
㈭・10

日
㈭ 

午
前
９
時
45
分
〜
11
時
45
分

と
こ
ろ
／
プ
ラ
ザ
お
お
る
り 

第
３
多

目
的
室（
３
階
）

対
象
／
０
歳
か
ら
９
歳
ま
で
の
子
を

も
つ
親

講
師
／
浅あ

さ
い井

宏ひ
ろ
み美

氏
（
Ｃ
Ｓ
Ｐ
幼
児
版

指
導
者
養
成
講
師
・
Ｃ
Ｓ
Ｐ
幼
児
版

プ
ロ
グ
ラ
ム
管
理
者
）、鈴す

ず
き木
玲れ

い
こ子

氏（
Ｃ
Ｓ
Ｐ
幼
児
版
初
級
指
導
者
）

定
員
／
30
人
（
先
着
順
・
市
内
在
住
者

優
先
）

内
容

◉
発
達・期
待
値・育
み
に
つ
い
て

◉
効
果
的
な
褒
め
方

◉
予
防
的
教
育
法

◉
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
教
育
法

◉
問
題
行
動
を
正
す
教
育
法 

な
ど

申
し
込
み
／
９
月
６
日
㈮
ま
で
に
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
請
、ま

た
は
電
話
で
社
会
教
育
課
へ

託
児
定
員
／
20
人
（
先
着

順・市
内
在
住
者
の
み
）

※
８
月
30
日
㈮
ま
で
に
、

必
ず
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物
／
筆
記
用
具

※
託
児
希
望
者
に
は
、持
ち
物
を
別
途

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

幼児・児童の子をもつ親の講座

どならない子育て（連続講座）

          問子育て応援課 ☎ 36-7159

受給を希望される場合は、8 月末までに提出を！

児童扶養手当現況届について

月
額
換
算
し
た
年
金
額
と
児
童
扶

養
手
当
支
給
月
額
を
比
較
し
、手
当

を
支
給
で
き
る
か
判
定
し
ま
す
。

支
給
額

支
給
時
期
／
４・８・11・１・３
月

※
新
規
申
請
の
場
合
は
、認
定
の
請
求

を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
、翌
月
分

か
ら
支
給
し
ま
す
。（
来
年
度
は
、年

６
回
支
給
）

　
　 

臨
時・特
別
給
付
金

　

10
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
き
上
げ

に
伴
い
、児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

人
の
う
ち
、未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
し

て
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。

対
象
／
令
和
元
年
度
11
月
分
児
童
扶

養
手
当
の
受
給
者
で
、婚
姻
を
し
た

こ
と
が
な
い
人

※
申
請
書
は
、７
月
中
に
現
況
届
と
合

わ
せ
て
送
付
し
ま
す
。

給
付
額
／
１
万
７
５
０
０
円

受
付
期
間
／
８
月
１
日
㈭
〜
11
月
29

日
㈮

受
付
場
所
／
子
育
て
応
援
課

　
　 

現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

　
８
月
は「
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
」の

提
出
時
期
で
す
。
７
月
末
時
点
で
手
当

の
受
給
資
格
が
あ
る
人
に
は
、７
月
中

に
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。通
知
に
従
い
、

必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の
／
印
鑑
、養
育
費
等
に
関

す
る
申
告
書
、所
得
情
報
の
収
集

に
係
る
同
意
書
、児
童
扶
養
手
当
聞

き
取
り
表
、児
童
扶
養
手
当
の
証
書

（
全
部・一
部
支
給
の
人
の
み
）な
ど

提
出
場
所
／
子
育
て
応
援
課
、金
谷

南・金
谷
北・川
根
地
域
総
合
課

申
請
期
間
／
８
月
１
日
㈭
〜
30
日
㈮

受
付
時
間
／
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分（
土・日
曜
日・祝
日
を
除
く
）

　
　 

児
童
扶
養
手
当
と
は
？

　

児
童
扶
養
手
当
は
、ひ
と
り
親
家
庭

な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進

を
通
し
て
、児
童
福
祉
の
増
進
を
図
る

制
度
で
す
。

対
象
／
次
の
全
て
に
該
当
す
る
家
庭

①
母
子
家
庭
、父
子
家
庭
、両
親
の
い

な
い
家
庭
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る

状
況
に
あ
る
家
庭

②
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
に
あ
る
児
童
を
監
護

養
育
し
て
い
る
こ
と
（
児
童
が
中
程

度
以
上
の
障
害
を
有
す
る
場
合
は

20
歳
未
満
ま
で
）

※
申
請
者
や
対
象
と
な
る
児
童
が
公

的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、

児童数 月額手当

1人目
０円〜

4 万 2,910 円

2 人目
０円〜

1万140 円

3 人目
以降

０円〜
6,080 円


